
（歳入）　　地方消費税交付金 総額 457,600 千円

　　　　　　　うち地方消費税交付金（社会保障財源化分） 249,600 千円

（歳出）　　地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費 総額 2,977,330 千円

　　（うち一般財源 1,707,469 千円）

【社会保障施策に要する経費】

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 うち地方消費税交付金
（社会保障財源化分）

1 児童福祉 621,019 291,583 91,178 0 19,069 219,189 32,041

2 母子福祉 20,938 5,853 2,528 0 0 12,557 1,836

3 高齢者福祉 102,341 0 7,460 0 2,544 92,337 13,498

4 障害者福祉 648,340 317,014 158,467 0 0 172,859 25,269

1,392,638 614,450 259,633 0 21,613 496,942 72,644

1 国民健康保険 156,196 51,610 57,102 0 0 47,484 6,941

2
後期高齢者医療
保険

129,174 0 81,027 0 0 48,147 7,038

3 介護保険 426,197 11,543 5,771 0 5,800 403,083 58,923

711,567 63,153 143,900 0 5,800 498,714 72,902

1 医療に係る施策 759,790 68,454 30,423 0 17,550 643,363 94,048

2
感染症その他の
疾病の予防

83,045 28,000 0 0 0 55,045 8,046

3 健康増進対策 30,290 10,427 2,680 0 3,778 13,405 1,960

873,125 106,881 33,103 0 21,328 711,813 104,054

2,977,330 784,484 436,636 0 48,741 1,707,469 249,600

※各事業区分における一般財源額の比率に応じて、地方消費税交付金（社会保障財源化分）を按分し充当しています。

※対象となる経費は、事務費及び事務職員の人件費等を除いた額で計上しています。

　令和７年度志賀町一般会計当初予算にかかる地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費について

　平成26年４月１日より、消費税（国・地方）が５％から８％へ、令和元年10月１日より、８％から10％へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収
分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
　令和７年度志賀町一般会計当初予算における社会保障施策関連への充当状況は、次のとおりとなっています。

事　　業　　区　　　分
事業費
（経費）

財源内訳

社会保障財源充当の主な事業名特定財源 一　般　財　源

１
 
社
会
福
祉

児童手当給付事業、保育所運営経費、民間保育所入
所児委託事業等
母子保健推進事業、ひとり親家庭等・低所得者世帯
支援事業等

養護老人ホーム措置事業、敬老福祉金事業等

障害者自立支援給付事業、障害児通所支援事業等

小計

２
　
社
会
保
険

国民健康保険特別会計繰出金

後期高齢者医療特別会計繰出金

介護保険特別会計繰出金

小計

合　　計

３
　
保
健
衛
生

子ども医療費助成事業、後期高齢者医療対策事業等

予防接種事業等

がん検診事業、後期高齢者医療健診事業等

小計
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